
教育委員会告示第１２号 

 三次市立学校財務事務等取扱要綱等の一部を改正する告示新旧対照表 

 

第１条（三次市立学校財務事務等取扱要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（施設設備の維持管理） （施設設備の維持管理） 

第２１条 略 第２１条 略 

２ 校長は，前項の規定により施設

整備の修繕等（第９条に規定する

範囲内の修繕等を除く。）を申し

出る場合には，教育部学校教育課

長  の定めるところにより所定

の手続を行わなければならない。 

２ 校長は，前項の規定により施設

整備の修繕等（第９条に規定する

範囲内の修繕等を除く。）を申し

出る場合には，教育委員会学校教

育課長の定めるところにより所定

の手続を行わなければならない。 

３ 略 ３ 略 

 

第２条（三次市学校規模適正化検討委員会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第９条 委員会の庶務は教育部教育

企画課  において処理する。 

第９条 委員会の庶務は教育委員会

学校教育課において処理する。 

 

第３条（三次市キャリア教育推進委員会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第７条 委員会の庶務は，教育部学

校教育課  において処理する。 

第７条 委員会の庶務は，教育委員

会学校教育課において処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

第４条（三次市教科用図書採択地区の採択事務に関する規約の一部改正） 



改   正   案 現       行 

（事務局） （事務局） 

第１１条 三次市教科用図書採択地

区の採択事務に関する事務局は，

教育部学校教育課  に置く。 

第１１条 三次市教科用図書採択地

区の採択事務に関する事務局は，

教育委員会学校教育課に置く。 

 

第５条（三次市学校ＬＡＮ運営委員会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第９条 委員会等の庶務は，教育部

学校教育課   において処理す

る。 

第９条 委員会等の庶務は，教育委

員会学校教育課において処理す

る。 

 

第６条（三次市学校給食食材安定調達連絡協議会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第６条 協議会の庶務は，教育部学

校教育課  において処理する。 

第６条 協議会の庶務は，教育委員

会学校教育課において処理する。 

 

第７条（三次市こども応援センターの設置及び運営に関する要綱の一部

改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第５条 応援センターの庶務は，教

育部学校教育課  が行う。 

第５条 応援センターの庶務は，教

育委員会学校教育課が行う。 

 

 



第８条（三次市学校支援ネットワーク設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（事務局） （事務局） 

第４条 ネットワークの事務局を教

育部学校教育課  に置き，三次

市こども応援センターの設置及び

運営に関する要綱（平成１８年三

次市教育委員会告示第１２号）第

２条に規定するこども応援センタ

ーの相談員と連携を図る。 

第４条 ネットワークの事務局を教

育委員会学校教育課に置き，三次

市こども応援センターの設置及び

運営に関する要綱（平成１８年三

次市教育委員会告示第１２号）第

２条に規定するこども応援センタ

ーの相談員と連携を図る。 

２ 略 ２ 略 

（庶務） （庶務） 

第７条 ネットワークに関する庶務

は，教育部学校教育課  が行う。 

第７条 ネットワークに関する庶務

は，教育委員会学校教育課が行う。 

 

第９条（三次市幼保小連絡協議会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（事務局） （事務局） 

第７条  連絡協議会に事務局を置

き，教育部学校教育課  におい

て事務を処理する。 

第７条  連絡協議会に事務局を置

き，教育委員会学校教育課におい

て事務を処理する。 

２ 略 ２ 略 

 

第１０条（学力向上総合対策協議会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第８条 協議会の庶務は，教育部学

校教育課  において処理する。 

第８条 協議会の庶務は，教育委員

会学校教育課において処理する。 

 

 



第１１条（三次市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第１３条 子ども教室事業の実施に

関する庶務は，社会教育課  に

おいて処理する。 

第１３条 子ども教室事業の実施に

関する庶務は，文化と学びの課に

おいて処理する。 

 

第１２条（三次市地域部活動検討委員会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，教育部学

校教育課  において処理する。 

第９条 委員会の庶務は，教育委員

会学校教育課において処理する。 

 

第１３条（三次市立三次小学校整備事業に関する検討委員会設置要綱の

一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第７条 委員会の庶務は，教育部教

育企画課  において処理する。 

第７条 委員会の庶務は，教育委員

会学校教育課において処理する。 

２ 略 ２ 略 

 

 



第１４条（三次市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第７条 委員会の庶務は，教育部教

育企画課    において処理す

る。 

第７条 委員会の庶務は，教育委員

会文化と学びの課において処理す

る。 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

 委員 経営企画部長，地域共創部

長，福祉保健部長，子育て

支援部長，教育委員会教育

部長その他委員長が必要

と認める職員 

  委員 経営企画部長，地域振興部

長，福祉保健部長，子育て

支援部長，教育委員会教育

次長その他委員長が必要

と認める職員 

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 幹事

長 

教育部教育企画課長   

    

  幹事

長 

教育委員会文化と学びの

課長 

 

 副幹

事長 

教育部付課長，教育部学校

教育課長        

  副幹

事長 

教育委員会事務局付課長，

教育委員会学校教育課長 

 

 幹事 次の課から選出された職

員その他委員長が必要と

認める職員 

経営企画部企画調整課，地

域共創部まちづくり交通

課，地域共創部共生社会推

進課，福祉保健部健康推進

課，子育て支援部こども家

庭支援課，子育て支援部保

育課，教育部学校教育課，

教育部社会教育課 

  幹事 次の課から選出された職

員その他委員長が必要と

認める職員 

経営企画部企画調整課，地

域振興部地域振興課，地域

振興部定住対策・暮らし支

援課，福祉保健部健康推進

課，子育て支援部子育て支

援課，教育委員会文化と学

びの課，教育委員会学校教

育課       

 

  

 

第１５条（三次市教育振興基本計画策定懇話会設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（庶務） （庶務） 

第９条 懇話会の庶務は，教育部学

校教育課  において処理する。 

第９条 懇話会の庶務は，教育委員

会学校教育課において処理する。 

 



 

第１６条（三次市学芸業務専任職員設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（職員） （職員） 

第３条 専任職員は教育部社会教育

課       の職員のうち，

次の要件を満たすものから教育委

員会が任命する。 

第３条 専任職員は教育委員会事務

局文化と学びの課の職員のうち，

次の要件を満たすものから教育委

員会が任命する。 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

 

第１７条（三次市地域学校協働活動推進員設置要綱の一部改正） 

改   正   案 現       行 

（事務局） （事務局） 

第９条 推進員の庶務は，教育部社

会教育課    において処理す

る。 

第９条 推進員の庶務は，教育委員

会文化と学びの課において処理す

る。 

 


